
 

 

 

台風に対する非常措置について 
  

台風により早朝から「京都南部」または｢京都･亀岡｣に「暴風
．．
警報」が発令されて

いる場合には、下記のような措置をとる。 

生徒諸君は、必ずこのプリント、または、生徒手帳Ｐ５２を読んで対処すること。 

 ６時３０分以降にも気象情報に十分注意をすること。 

 

１．午前6時30分現在「暴風警報」発令中の場合、及びそれ以降に発令された場合

自宅待機とする。 

２．午前8時30分までに解除になった場合は、 

     午前10時30分よりショートホームルームを実施し、 

     午前10時50分より第３時限目の授業を開始する。 

３．午前10時30分までに解除になった場合は、 

     午後1時よりショートホームルームを実施し、 

     午後1時20分より第５時限目の授業を開始する。 

４．午前10時30分現在発令中の場合は、 

     臨時休業とする。 

・「大雨警報」や「洪水警報」が発令中であっても、原則として、

授業は平常通り行われる。しかし、状況の推移により生徒の安全

確保のための必要な措置をとることもある。 

・始業以降に「暴風警報」が発令された場合には、協議の上、生徒

の安全確保のための必要な措置をとる。 

・「暴風警報」発令中は、部活動もできない。 

■ 定期考査実施日の措置 

定期考査実施日に「暴風警報」が発令された場合も上記に準じた措置をとる。 

 解除になった場合には、上記の規定にしたがってショートホームルームに出席し、 

 考査時間についての指示を受けること。 

 定期考査実施日が臨時休業になった場合、その日の考査は、考査最終日の翌日に 

延期する。臨時休業となった日の翌日以降の考査は、予定通りの日程で実施する。 

                              以  上 


